
内
閣
衆
質
一
五
〇
第
一
八
号

平
成
十
二
年
十
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

森

喜

朗

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
山
花
郁
夫
君
提
出
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
参
議
院
提
出
、
参
法
第
七
号
）
に
関
す
る
質
問

に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
二
年
十
月
三
十
一
日
受
領

答

弁

第

一

八

号



衆
議
院
議
員
山
花
郁
夫
君
提
出
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
参
議
院
提
出
、
参
法
第
七
号
）
に

関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
あ
る
法
律
案
は
、
参
議
院
議
員
に
よ
り
発
議
さ
れ
、
国
会
の
両
院
で
の
審
議
を
経
て
法
律
と
し
て
成
立
し
た
も

の
で
あ
り
、
こ
の
法
律
を
誠
実
に
執
行
す
る
の
が
政
府
に
課
せ
ら
れ
た
責
務
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
政
府
と
し
て
は
お
尋
ね
の

憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
。

五
及
び
七
に
つ
い
て

参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
除
籍
処
分
を
行
う
な
ど
に
よ
っ
て
当
選
人
と
な
っ
た
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
党
籍
を
失
わ
せ

る
こ
と
又
は
当
選
人
と
な
っ
た
参
議
院
名
簿
登
載
者
が
自
発
的
に
党
籍
を
変
更
し
、
若
し
く
は
党
籍
を
離
れ
る
こ
と
は
、
そ

の
こ
と
自
体
に
よ
っ
て
は
、
憲
法
第
四
十
三
条
と
の
関
係
で
問
題
を
生
じ
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
る
。

な
お
、
憲
法
第
二
十
一
条
第
一
項
は
、
国
民
に
対
し
結
社
の
自
由
を
保
障
し
て
お
り
、
ま
た
、
最
高
裁
判
所
は
「
政
党
の

結
社
と
し
て
の
自
主
性
に
か
ん
が
み
る
と
、
政
党
の
内
部
的
自
律
権
に
属
す
る
行
為
は
、
法
律
に
特
別
の
定
め
の
な
い
限
り

尊
重
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
政
党
が
組
織
内
の
自
律
的
運
営
と
し
て
党
員
に
対
し
て
し
た
除
名
そ
の
他
の
処
分
の
当
否
に
つ

一



い
て
は
、
原
則
と
し
て
自
律
的
な
解
決
に
委
ね
る
の
を
相
当
と
」
す
る
と
判
示
し
て
い
る
（
昭
和
六
十
三
年
十
二
月
二
十
日

同
裁
判
所
第
三
小
法
廷
判
決
）
。

六
及
び
八
に
つ
い
て

参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
除
籍
処
分
を
行
う
な
ど
に
よ
っ
て
当
選
人
と
な
っ
た
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
党
籍
を
失
わ
せ

た
場
合
又
は
当
選
人
と
な
っ
た
参
議
院
名
簿
登
載
者
が
自
発
的
に
党
籍
を
変
更
し
、
若
し
く
は
党
籍
を
離
れ
た
場
合
、
お
尋

ね
に
あ
る
法
律
案
の
成
立
に
伴
う
改
正
後
の
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
に
お
い
て
も
、
そ
の
こ
と
自
体

に
よ
っ
て
は
、
繰
上
補
充
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

二


